
指 標

Process

各指標の計算式と分母・分子の項目名 分母・分子の解釈

分子 病理解剖実施数（件） 他病院に依頼して病理解剖した数も含める

分母 死亡退院数（入院）＋入院料を算定した外来死亡数（人）

収集

期間
１ヶ月毎

調整

方法

剖検率28

指標の意義

指標の計算式、分母・分子の解釈

改善・運用事例など

・病理解剖は、亡くなられた患者様の死因を究明し、今後の医療に役立てていくためにも大切であり、臨床研修病院では

研修上の観点からも大切となります。

考察

最小値 0.00 25％値 0.00 中央値 0.75 75％値 2.20 最大値 9.20

最小値 0.00 25％値 0.00 中央値 0.89 75％値 2.31 最大値 10.45 （2017年実績）

回答病院 97 中80 回答率：82.5％

41病院において実績があります。（昨年は49病院）

2018年は全体で288件剖検の実施がされています。（昨年は284件）

医療の安全の確保を目的とした医療事故調査制度が平成27年10月1日に施行されています。全ての症例に対して必

ずしも解剖を実施しなければならないことではありませんが、指標の意義にもあるように、患者様の死因を究明し、今後の

医療に役立てていくためにも引き続き取り組みが必要です。

死亡時画像診断（Ａｉ）は、ＣＴやＭＲＩ等の画像診断装置を用いて、死因究明等に役立てる検査方法ですが、 Ａｉは画像で判断す

るため、この検査だけで死因を明確にすることは困難な場合があります。

病理解剖を通して、患者様が亡くなった原因や生前の病気の状態が明らかになり、診断の妥当性や治療効果を検証

することができます。

剖検の実施にあたっては、患者様・ご家族様との信頼関係の構築に努め、意義を理解していただくことも必要です。

・内科医師会議で常時確認するようにしている。

・医師が死亡時にご遺族に提案している。

・マニュアルの不備などを発見することが出来、また同時に確認することもすすんでいる。

・臨床病理検討会（ＣＰＣ）を実施している。

・臨床研修をするうえでも必要なため、医局や病歴委員会にて報告している。

（厚労省提出指標）
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